
Ⅰ 背景

【課題】 ① 常勤職員と同様の本格的業務に従事しているケースがあるとの指摘

② 報酬水準や手当の支給について「常勤職員との均衡を図るべき」との指摘

③ 臨時・非常勤職員としての任用が長期化し、雇止めのトラブルも発生
（任用更新の期待権を持たせたことに対して損害賠償の判決が出される例もあり）

【課題】 ① 制度に関する地方公共団体の理解が進んでいないとの指摘

② 要件が限定され、活用しにくいとの指摘
（「一定期間で終了する業務」又は「対住民サービスの量的拡大が必要な場合」などに限定）

地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会報告書について

① 常勤職員とは異なり、「臨時的・補助的な職」又は「学識経験を必要とする職」としての位置づけ

② 全地方公共団体の「臨時・非常勤職員」の数 ： 約５０万人※ （平成20年4月1日現在）

※ 調査対象：任用期間が6ヶ月以上又は6ヶ月以上となることが明らか、かつ、週20時間以上勤務の者
主な職種：一般事務職員、保育士、教員・講師、技能労務職員 など

③ 任期：臨時職員は６月以内（１回のみ更新可能で最長１年）、非常勤職員は通常１年以内

④ 勤務条件：条例等で規定（給与：非常勤職員は、常勤職員と異なり、報酬及び費用弁償を支給）

「臨時・非常勤職員」

① 「常勤職員と同様の本格的業務に従事可能な短時間勤務職員」の制度（平成１６年８月導入。地方独自の制度）

② 全地方公共団体での採用実績：２９団体で１，５６３人 （平成20年４月１日現在）

※ 主な職種：保育士、学童クラブ指導員、図書館業務 など

③ 任期：原則３年（特に必要がある場合は５年以内）

④ 勤務条件：条例等で規定（給与：常勤職員と同様、給料及び手当を支給）

「任期付短時間勤務職員」
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１ 趣旨 ○ 地方公共団体において、多様化、高度化する住民ニーズへの対応を図るためには、
多様な任用形態を活用することが必要。

○ このため、任期付短時間勤務職員制度や臨時・非常勤職員制度について、質の高い
効率的な行政サービスの充実に資するようその活用の在り方等について検討する。

２ 検討項目 ① 臨時・非常勤職員の任用等の在り方

② 任期付短時間勤務職員制度の活用の在り方

３ 検討経過 平成20年7月～12月に計８回開催 ⇒ 平成21年1月に報告書の公表

Ⅱ 地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会の概要
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Ⅲ 研究会報告書のポイント

Ⅳ 総務省としての今後の対応

○ 臨時・非常勤職員制度 ⇒制度の運用の考え方を地方公共団体に周知（今年度中）

○ 任期付短時間勤務職員制度⇒制度及び運用の改善を目指して具体的に検討

臨時・非常勤職員制度 任期付短時間勤務職員制度

１ 任用の考え方

○ 本来、「臨時的・補助的な職」又は「学識
経験を必要とする職」に任用されるものであ
ることに留意すべき。

○ 任期の単位は原則1年以内。

２ 処遇の考え方

○ 常勤は「給料・手当」、非常勤は「報酬・費
用弁償」という現行の枠組みを維持しつつ、
報酬等の水準は職務の内容・責任に応じて
各地方公共団体で適切に決定すべき。

○ 採用時には任期や勤務条件を明示し、休
暇等の労働関係法令を適切に適用すべき。

３ 再度の任用の考え方

○ 再度任用は妨げないが、改めて成績主
義・平等主義を踏まえ採用すべき。

具体の臨時・非常勤の職
について、任期付短時間勤
務職員制度の活用も検討

１ 制度の周知

○ 現行制度の活用方法・効果について周知。

２ 新たな任期付短時間勤務職員制度の検討

○ 一定の資格・実務経験が必要とされる業務
（例：保育士、各種相談員）について、従来の
要件に加え、「サービスの質の向上」などを
図る場合にも活用拡大を検討すべき。

○ 現行制度の要件（「一定期間で終了する業
務」又は「サービスの量的拡大が必要な場
合」）の柔軟な運用も並行して検討すべき。

３ 任期の弾力化の検討

○ 「原則３年、特例５年」につき、特例を採用
できる規定の弾力化を検討すべき。
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